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○
厚
生
労
働
省
令
第
百
四
号

国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
附
則
第
十
七
条
第
二
項
第

一
号
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究

所
が
行
う
国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
法
附
則
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
に

関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
二
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
が
行
う
国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所

法
附
則
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
に
関
す
る
省
令

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
法
（
平
成
十
六
年

法
律
第
百
三
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
後
発
医
薬
品
）
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第
二
条

法
附
則
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
薬
品
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
以

外
の
医
薬
品
と
す
る
。

一

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
医
薬
品

二

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
係
る
承
認
を
受
け
て
い
る
者
が
、
当
該
承
認

に
係
る
医
薬
品
と
有
効
成
分
、
分
量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
及
び
効
果
が
同
一
で
あ
っ
て
そ
の
形
状
、
有
効
成
分
の
含
量

又
は
有
効
成
分
以
外
の
成
分
若
し
く
は
そ
の
含
量
が
異
な
る
医
薬
品
に
係
る
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
医

薬
品

（
製
造
基
盤
整
備
措
置
）

第
三
条

法
附
則
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
措

置
と
す
る
。

一

自
ら
が
製
造
を
行
う
品
目
（
後
発
医
薬
品
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
製
造
の
工
程
と

他
の
後
発
医
薬
品
製
造
販
売
業
者
等
が
製
造
を
行
う
品
目
の
製
造
の
工
程
の
統
合
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
品
目
の
供
給
能

力
の
強
化
に
資
す
る
も
の



- 3 -

二

他
の
後
発
医
薬
品
製
造
販
売
業
者
等
が
製
造
を
廃
止
し
た
品
目
と
有
効
成
分
、
分
量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
及
び
効
果

が
同
一
性
を
有
す
る
自
ら
が
製
造
を
行
う
品
目
に
係
る
製
造
設
備
の
新
設
、
増
設
又
は
拡
張
で
あ
っ
て
、
当
該
品
目
の
供

給
能
力
の
強
化
に
資
す
る
も
の

三

そ
の
他
他
の
後
発
医
薬
品
製
造
販
売
業
者
等
と
連
携
し
て
後
発
医
薬
品
の
製
造
の
基
盤
の
整
備
を
行
う
措
置
で
あ
っ

て
、
自
ら
が
製
造
を
行
う
品
目
又
は
当
該
他
の
後
発
医
薬
品
製
造
販
売
業
者
等
が
製
造
を
行
う
品
目
の
供
給
能
力
の
強
化

に
資
す
る
も
の

（
事
業
の
認
定
の
申
請
）

第
四
条

法
附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
革
新
的
医
薬
品
等
実
用
化
支
援
事
業
者
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

二

行
お
う
と
す
る
事
業
の
内
容
及
び
実
施
時
期

三

行
お
う
と
す
る
事
業
に
必
要
な
資
金
の
額
及
び
そ
の
調
達
方
法
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四

行
お
う
と
す
る
事
業
に
よ
り
見
込
ま
れ
る
効
果

五

前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
認
定
を
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
申
請
書
は
、
研
究
所
を
経
由
し
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
製
造
基
盤
整
備
措
置
の
認
定
の
申
請
）

第
五
条

法
附
則
第
二
十
四
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
後
発
医
薬
品
製
造
販
売
業
者
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

二

行
お
う
と
す
る
製
造
基
盤
整
備
措
置
の
内
容
及
び
実
施
時
期

三

行
お
う
と
す
る
製
造
基
盤
整
備
措
置
に
必
要
な
資
金
の
額
及
び
そ
の
調
達
方
法

四

行
お
う
と
す
る
製
造
基
盤
整
備
措
置
に
よ
り
見
込
ま
れ
る
効
果

五

前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
法
附
則
第
二
十
四
条
第
一
項
の
認
定
を
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
申
請
書
は
、
研
究
所
を
経
由
し
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
令
和
七
年
法
律
第
三
十
七
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
十
一
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


